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複合災害に対応できない
「緊急時対応」は認められない

複合災害に対応できない
「緊急時対応」は認められない

複合災害に対応できない
「緊急時対応」は認められない
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肝
心
の
こ
と
が
決
ま
っ
て
い
な
い
避
難
計
画

保
健
福
祉
部
長

「
病
院
の
避
難
先
、
県
外
も
検
討
し
た
い
」

「
会
計
年
度
任
用
職
員
制
度
」
導
入

総
務
部
長

　「
再
任
用
時
の
空
白
期
間
見
直
す
」
と
答
弁

知
　
事

「
緊
急
時
対
応
は
年
内
策
定
」

　
①
避
難
に
必
要
な
車
両
台
数
、

発
災
後
に
Ｕ
Ｐ
Ｚ
圏
（
30
キ
ロ
メ

ー
ト
ル
圏
内
）
20
万
人
に
安
定
ヨ

ウ
素
剤
を
緊
急
配
布
す
る
場
所
と

体
制
、
在
宅
要
配
慮
者
８
０
０
０

人
へ
の
支
援
の
具
体
化
は
全
て
未

定
。

　
②
Ｕ
Ｐ
Ｚ
圏
内
１
２
２
の
社
会

福
祉
施
設
中
、
避
難
計
画
策
定
は

23
施
設
、
協
定
締
結
は
10
施
設
の

み
。

　
③
Ｕ
Ｐ
Ｚ
圏
内
の
病
院
及
び
有

床
診
療
所
は
20
機
関
２
１
９
６
床

で
、
避
難
先
と
な
る
Ｕ
Ｐ
Ｚ
圏
外

の
病
院
96
機
関
２
２
８
６
床
を
確

保
し
た
が
、
避
難
計
画
策
定
は
3

ヶ
所
の
み
。

　
し
か
し
担
当
部
長
は
、
全
て
年

内
め
ど
に
策
定
す
る
と
回
答
し
ま

し
た
。

天
下
み
ゆ
き
県
議
の
一
般
質
問

天
下
県
議

　
病
院
等
は
、
発
災
時
に
疾
病
や

重
症
度
に
よ
っ
て
避
難
先
を
確
保

す
る
方
針
だ
が
、
マ
ッ
チ
ン
グ
方

法
や
そ
の
体
制
、
屋
内
退
避
の
場

合
の
医
師
・
看
護
師
等
の
配
置
や

物
資
供
給
方
法
は
ど
う
す
る
の
か
。

■
保
健
福
祉
部
長

　
今
後
検
討
す
る
。

天
下
県
議

　
96
医
療
機
関
の
空
き
ベ
ッ
ド
が

活
用
で
き
る
の
は
平
時
の
場
合
。

複
合
災
害
の
場
合
は
県
外
も
含
め

て
避
難
先
を
検
討
す
べ
き
。

■
保
健
福
祉
部
長

　

県
外
の
避
難
先
も
検
討
し
た

い
。

天
下
県
議

　
２
０
２
０
年
度
か
ら
自
治
体
の

非
正
規
職
員
に
「
会
計
年
度
任
用

職
員
」
が
導
入
さ
れ
る
。
知
事
部

局
の
臨
時
・
非
常
勤
職
員
１
１
１

９
人
を
会
計
年
度
任
用
職
員
に
置

き
換
え
る
と
ど
う
な
る
の
か
？

■
総
務
部
長

　

９
人
が
「
特
別
職
非
常
勤
職

員
」、
29
人
が
「
臨
時
的
任
用
職

員
」、
１
０
８
１
人
が
「
パ
ー
ト

タ
イ
ム
の
会
計
年
度
任
用
職
員
」

に
な
る
と
試
算
し
て
い
る
。

天
下
県
議

　
現
在
、
知
事
部
局
の
非
常
勤
職

員
８
０
８
人
の
う
ち
、
任
用
期
間

５
年
以
上
は
２
８
８
人
。
制
度
移

天
下
県
議

　
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
は
、
総
務
省
研

究
会
報
告
を
引
用
し
て
「
常
勤
の

職
は
管
理
的
業
務
や
権
力
的
業
務

が
想
定
さ
れ
る
」
と
記
さ
れ
て
い

る
。
そ
れ
以
外
の
大
半
の
正
規
職

員
が
会
計
年
度
任
用
職
員
に
置
き

換
え
ら
れ
る
懸
念
が
あ
る
が
ど
う

か
。

■
総
務
部
長

　
大
半
が
会
計
年
度
任
用
職
員
に

移
行
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と

考
え
て
い
る
。

天
下
県
議

　
制
度
導
入
に
あ
た
っ
て
、
労
働

組
合
や
臨
時
・
非
常
勤
職
員
当
事

者
と
の
協
議
の
進
め
方
、
県
議
会

へ
の
条
例
提
案
時
期
は
？

■
総
務
部
長

　
当
事
者
や
職
員
団
体
に
は
、
適

切
な
時
期
に
説
明・協
議
を
行
う
。

県
議
会
に
は
、
平
成
31
年
度
の
で

き
る
だ
け
早
い
時
期
に
提
案
で
き

る
よ
う
準
備
を
進
め
る
。

行
後
も
希
望
者
全
員
の
雇
用
を
保

障
す
べ
き
。
ま
た
、
再
任
用
が
続

く
職
員
は
常
勤
職
員
と
す
べ
き
。

■
総
務
部
長

　
現
行
制
度
で
は
、
臨
時
職
員
は

必
要
期
間
に
限
り
一
時
的
任
用
が

原
則
。
非
常
勤
職
員
は
、
勤
務
実

績
等
を
踏
ま
え
た
選
考
を
行
い
再

任
用
で
き
る
。
制
度
移
行
し
て
も

基
本
的
考
え
方
は
変
わ
ら
な
い
。

常
勤
と
す
る
職
が
生
じ
た
場
合

は
、
再
任
用
が
続
く
職
員
を
含
め

て
競
争
試
験
に
よ
る
選
考
が
必
要
。

天
下
県
議

　
賃
金
・
手
当
・
労
働
条
件
の
保

障
、「
期
末
手
当
」
の
支
給
、
再

任
用
時
の
「
空
白
期
間
」
の
是
正

を
求
め
る
。

■
総
務
部
長

　
賃
金
・
報
酬
、
期
末
手
当
、
勤

務
条
件
に
つ
い
て
は
総
務
省
マ
ニ

ュ
ア
ル
を
参
考
に
検
討
中
。
空
白

期
間
に
つ
い
て
は
制
度
導
入
に
合

わ
せ
て
見
直
す
。

県
議
会
へ
の

　
　
条
例
提
案
は

　
　
　
　
来
年
度
早
々

天
下
県
議

　
石
巻
市
・
東
松
島
市
か
ら
約

6
万
４
８
０
０
人
を
受
け
入
れ

る
仙
台
市
は
、「
市
内
の
避
難

者
が
発
生
し
て
い
な
い
又
は
わ

ず
か
で
あ
る
こ
と
」
な
ど
の
受

入
条
件
を
地
域
防
災
計
画
で
定

め
て
い
る
。
複
合
災
害
時
は
使

用
で
き
な
い
の
で
な
い
か
？

■
環
境
生
活
部
長

　
災
害
状
況
に
よ
っ
て
受
け
入

れ
ら
れ
な
い
場
合
は
、
県
内
他

市
町
村
あ
る
い
は
近
隣
県
等
に

再
度
割
り
当
て
を
行
い
、
避
難

所
受
付
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
に
結
果

を
通
知
し
、
新
た
な
避
難
所
に

避
難
す
る
。

天
下
県
議

　
避
難
計
画
は
複
合
災
害
に
対

応
で
き
て
い
な
い
。
到
達
を
ど

う
み
て
い
る
か
。

■
村
井
知
事

　
完
成
し
て
い
な
い
。

■
村
井
知
事

　
避
難
計
画
の
具
体
化
・
充
実
化

に
向
け
て
、
女
川
地
域
原
子
力
防

災
協
議
会
の
作
業
部
会
で
、
国
や

関
係
市
町
と
連
携
し
な
が
ら
「
緊

急
時
対
応
」
策
定
に
向
け
た
作
業

を
進
め
て
い
る
。

天
下
県
議

　
「
緊
急
時
対
応
」
は
い
つ
ま
で

に
ま
と
め
る
の
か
。
そ
の
前
に
議

会
に
諮
る
べ
き
。

■
村
井
知
事

　
年
内
に
は
協
議
会
で
緊
急
時
対

応
の
確
認
が
で
き
る
よ
う
作
業
を

進
め
る
。
緊
急
時
対
応
は
県
議
会

に
諮
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
が
、

適
切
な
時
期
に
議
会
に
説
明
す
る
。

天
下
県
議

　
複
合
災
害
に
対
応
で
き
な
い
緊

急
時
対
応
は
認
め
ら
れ
な
い
。


